
結核健康診断事業補助金交付要綱 

(趣旨) 

第１条 この要綱は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

(平成１０年法律第１１４号。以下「法」という。)第６０条第１項の規定に基づ

き、法第５８条の３の規定により学校又は施設の長が支弁する定期の健康診断に

要する費用に対し、補助金を交付することについて、感染症の予防及び感染症の

患者に対する医療に関する法律の施行に関する規則(平成１９年相模原市規則第

９２号)及び相模原市補助金等に係る予算の執行に関する規則(昭和４５年相模原

市規則第２３号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定め

るものとする。 

(補助対象経費) 

第２条 補助の対象となる経費は、法第５３条の２第１項の規定により学校又は施

設の長が行う定期の健康診断に要する経費とする。 

(補助金の額) 

第３条 補助金の額は、次項に規定する対象経費の支出済額と別に定める交付基準

額とを比較し、いずれか少ない額を補助基本額とし、この補助基本額から補助事

業に係るその他の収入額を控除した額に補助率３分の２を乗じて得た額とする。

ただし、１円未満の端数は切り捨てるものとする。 

２ 補助事業の対象経費は、補助事業の実施に必要な職員手当(特殊勤務手当)、報 

酬、賃金報償費(報償金)、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本 

費、光熱水費、修繕料及び医薬材料費)、役務費(通信運搬費、広告料、手数料及 

び損害保険料)、委託料、使用料及び賃借料、工事請負費、備品購入費及び公課 

費とする。 

(交付の時期等) 

第４条 補助金は、確定払いとし、補助事業が完了した後に交付するものとする。 

(交付の申請) 

第５条 交付の申請は、結核健康診断補助金交付申請書に規則第４条第１項第１号

から第５号に規定する書類に代えて次の関係書類を添えて、市長に提出しなけれ

ばならない。 

（１）結核健康診断補助金交付申請額明細書 

（２）補助事業に係る歳入歳出決算見込書 



（３）結核健康診断実施成績表 

(計画変更の承認等) 

第６条 規則第１０条の第１項第１号から第３号の規定に基づき市長の承認を受け

ようとする者は、結核健康診断事業補助金変更(中止、廃止)承認申請書を速やか

に提出しなければならない。ただし、補助事業の変更の承認に係る申請の場合は、

前条に規定する書類を添付するものとする。 

(実績報告) 

第７条 実績報告は、規則第１４条第１項第１号から第３号に規定する書類に代え

て次の関係書類を添えて、事業完了後速やかに提出しなければならない。 

（１）結核健康診断事業精算額内訳書 

（２）支出に関する領収書の写し 

（３）結核健康診断実施成績表 

(様式) 

第８条 この要綱の規定により、使用する書類の様式は、別に定める。 

(委任) 

第９条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等について必要な事項は市長

が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行し、平成３０年度分以後の補助金につ

いて適用する。 

 


